
 

運転免許の 

自主返納 

考えてみませんか？ 
  

運転免許の自主返納制度 

 運転に不安を感じたり、自信がなくなっ

たりするなど、運転免許証を返納したい

という方のために、自主的に運転免許取

り消しの申請ができるようになりまし

た。運転免許証を返納すると運転経歴証

明書が交付されます。運転経歴証明書を

提示することにより、さまざまな特典を

利用することができます。 

（詳しい内容は神奈川県警察のホームページ） 

運転免許取消しの手続き方法 

最寄りの警察署または運転免許試験

場へ運転免許を持参し、免許の取り消し

手続きを行います。運転経歴証明書の交

付は免許の申請取り消しを行った日か

ら 5 年以内に行うことができるように

なりました。 

免許の有効期間を経過した場合（失効

した場合）は、運転経歴証明書の申請は

できませんのでご注意ください。 

 

 

【運転経歴証明書】とは 

車の運転は 

できません 
有効期限は 

ありません 
紛失したら 

再交付可能です 

運転免許証と 

同じ大きさです 

身分証明書 

になります 

免許書を返納すると、過去の運転経歴を証明する 

「運転経歴証明書」を交付申請することができます。 
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